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認定こども園における新型コロナウイルス感染症への対応に関する 

幼保連携型認定こども園園児指導要録等の扱いについて 

 

 

日頃より認定こども園行政の推進に御尽力・御協力いただき大変ありがとうござい

ます。 

新型コロナウイルス感染症への対応については、「新型コロナウイルス感染症防止

のための学校の臨時休業に関連しての認定こども園の対応について」（令和２年２月

28日付け事務連絡）等に基づき対応いただいているところですが、今般、幼保連携型

認定こども園園児指導要録等における臨時休業等の扱いについて、Q&A にとりまとめ

ました。 

つきましては、別紙の内容をご確認の上、適切に対応いただくようお願いいたしま

す。 

 また、管内の認定こども園及び市町村に対して周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

                                  （本件担当） 

                                      内閣府子ども・子育て本部参事官付 

                                  （認定こども園担当） 

                                         Tel：03（6257）3095 

                                         Fax：03（3581）2521 



（別紙） 
 
 

新型コロナウイルス感染症への対応に関する幼保連携型認定こども園園児指導要録

等に関する Q&A 

 

 

問１ 幼保連携型認定こども園を臨時休業とした場合（１号認定子どもについてのみ

臨時休業とした場合を含む。）、その期間における幼保連携型認定こども園園児指

導要録（以下「指導要録」という。）の「出欠状況」における教育日数はどのよう

に記載すればよいか。 

 

〇 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18年法律第 77号）第 27条において準用する、学校保健安全法（昭和 33年法

律第 56号）第 20条に基づく臨時休業の措置を行った場合には、教育日数には含

まないものとして記録を行うようにしてください。 

  （なお、１号認定子どもについてのみ臨時休業とした場合であっても、２号認定

子どもについても、教育日数には含まないものとして記録を行うようにしてくだ

さい。） 

 

 

問２ 幼保連携型認定こども園を臨時休業とはしないが、自治体又は幼保連携型認定

こども園の判断により、家庭で園児を保育できる場合には園に登園させる必要が

ない旨を保護者に通知し、その通知に基づいて園児が登園しない場合には、指導

要録はどのように扱えばよいか。 

 

〇 指導要録上は出席日数には含まず、「特に配慮すべき事項」等において、自治体

又は幼保連携型認定こども園の通知等に基づいて登園しなかった旨等、その事情

がわかるように記載をお願いします。 

 

 

問３ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を臨時休業等した場合、認定こど

も園こども要録についてはどのように記載すればよいか。 

 

〇 認定こども園こども要録を幼保連携型認定こども園園児指導要録により作成

している場合は、上記と同様の取り扱いにより記載をお願いします。 

   認定こども園こども要録を幼稚園幼児指導要録等により作成している場合は、

それぞれの取扱いにより記載をお願いします。 

 

 


